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第５条：津波による損傷の防止 

<目 次> 

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

（１） 位置，構造及び設備

（２） 安全設計方針

（３） 適合性説明

1.3 気象等 

1.4 設備等（手順等含む） 

2. 津波による損傷の防止

（別添資料１） 

島根原子力発電所２号炉 耐津波設計方針について 

3. 運用，手順説明

（別添資料２） 

津波による損傷の防止 

4. 現場確認を要するプロセス

（別添資料３） 

島根原子力発電所２号炉 耐津波設計における現場確認を要するプロセスについ

て 

下線は，今回の提出資料を示す。 
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別添１ 

島根原子力発電所２号炉 

耐津波設計方針について
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目 次 

 

Ⅰ．はじめに 

 

Ⅱ．耐津波設計方針 

1. 基本事項 

1.1 津波防護対象の選定 

l.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 

1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

1.4 入力津波の設定 

1.5 水位変動，地殻変動の考慮 

1.6 設計または評価に用いる入力津波 

 

2. 設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

2.6 津波監視 

 

3. 重大事故等対処施設の津波防護方針 

3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

3.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 

（外郭防護２） 

3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な 

機能への影響防止 

3.6 津波監視 

 

4. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

4.1 津波防護施設の設計 

4.2 浸水防止設備の設計 

4.3 津波監視設備の設計 

4.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 
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（添付資料） 

１．基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置 

２．津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて 

３．地震時の地形等の変化による津波遡上経路への影響について 

４．日本海東縁部に想定される地震による発電所敷地への影響について 

５．港湾内の局所的な海面の励起について 

６．管路計算の詳細について 

７．入力津波に用いる潮位条件について 

８．入力津波に対する水位分布について 

９．津波防護対策の設備の位置付けについて 

10．内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について 

11．浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実施範囲及び施工例 

12．基準津波に伴う砂移動評価について 

13．島根原子力発電所周辺海域における底質土砂の分析結果について 

14．海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

15．津波漂流物の調査要領について 

16．燃料等輸送船の係留索の耐力について 

17．燃料等輸送船の喫水高さと津波高さとの関係について 

18．漂流物の評価において考慮する津波の流速・流向について 

19．津波監視設備の監視に関する考え方 

20．耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて 

21．基準類における衝突荷重算定式について 

22．耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて 

23．水密扉の運用管理について 

24．審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針） 

25. 防波壁の設計方針及び構造成立性評価結果について 

26. 防波壁及び防波扉の津波荷重の設定方針について 

27. 津波流入防止対策について 

28. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポ

ンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備に対する浸水影響について 

29. １号炉取水槽流路縮小工について 

30. 取水槽除じん機エリア防水壁及び取水槽除じん機エリア水密扉の設計方針

及び構造成立性の見通しについて 

31. 施設護岸の漂流物評価における遡上域の範囲及び流速 

32. 海水ポンプの実機性能試験について 

33. 海水ポンプの吸込流速が砂の沈降速度を上回る範囲について 

34. 水位変動・流向ベクトルについて 

35. 荷揚場作業に係る車両・資機材の漂流物評価について 

36. 津波の流況を踏まえた漂流物の津波防護施設等及び取水口への到達可能性
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について 

37. 津波発生時の運用対応について

38．地震後の荷揚場の津波による影響評価について 

39．防波壁通路防波扉及び１号放水連絡通路防波扉の設計及び運用管理について 

（補足資料） 

・津波防護上の地山範囲における地質調査 ルートマップ,柱状図及びコア写真集

（参考資料） 

－１ 島根原子力発電所における津波評価について 

－２ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別添資料１第9章） 

－３ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別添資料１第10章） 

－４ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別添資料 1 補足説 

明資料 30） 

下線は，今回の提出資料を示す。 
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2.2敷地への浸水防止（外郭防護１） 

2.2.1 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重要な安全機能を有する

屋外設備等は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置すること。 

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防潮堤等の津波防護施

設，浸水防止設備を設置すること。 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画は，基準津波に

よる遡上波が到達しない十分高い場所に設置してあることを確認する。 

また，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，津波防護施設，

浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないようにする。 

具体的には，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。

以下，2.2において同じ。）を内包する建物及び区画に対して，基準津波による遡

上波が地上部から到達，流入しないことを確認する。 

【検討結果】 

基準津波の遡上解析結果における，敷地周辺の遡上の状況，浸水深の分布（第

2.2-1図）等を踏まえ，以下を確認している。 

なお，確認結果の一覧を第 2.2-1表にまとめて示す。 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する

建物及び区画は EL15.0mの敷地に原子炉建物，制御室建物，廃棄物処理建物があ

り，EL8.5mの敷地にタービン建物がある。屋外設備としては，EL15.0mの敷地に

B-非常用ディーゼル燃料設備，屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原

子炉建物）を敷設するエリアがあり，EL8.5m の敷地に取水槽海水ポンプエリア，

取水槽循環水ポンプエリア，A,H-非常用ディーゼル燃料設備，排気筒及び屋外配

管ダクト（タービン建物～排気筒，タービン建物～放水槽）を敷設する区画があ

る。 

これに対し，基準津波の遡上波による最高水位は EL11.9mであり，津波による

遡上波が地上部から到達・流入する可能性があるため，施設護岸に天端高さ

EL15.0mの防波壁，防波壁通路及び１号炉放水連絡通路に防波扉を設置する。こ

れより，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置す

る敷地に基準津波による遡上波が地上部から到達・流入することはない。施設護

岸及び１号炉放水連絡通路前における津波襲来時の水位の時刻歴波形を第 2.2-2

図に示す。また，この結果は，参照する裕度(0.64m)を考慮しても余裕がある。 

防波壁の設置位置を第 2.2-3 図に示し，仕様については，「4.1 津波防護施設

5条-別添1-Ⅱ-2-6
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の設計」の「(1)防波壁」，「(2)防波扉」において示す。 

 

(2) 既存の地山斜面，盛土斜面等の活用 

 第 1章で示したとおり，島根原子力発電所を設置する敷地は，島根半島の中央

部，日本海に面した松江市鹿島町に位置する。敷地の形状は，輪谷湾を中心とし

た半円状であり，敷地周辺の地形は，東西及び南側を標高 150m 程度の高さの山

に囲まれている。 

敷地北側の防波壁の端部では，堅固な地山斜面により，遡上波の地上部からの

到達，流入を防止する。 

 

※防波壁津波最高地点 EL11.13m＋朔望平均満潮位+0.58m＋潮位のばらつき+0.14m≒EL11.9m 

第 2.2-1-1図 基準津波の遡上波による最高水位分布 

（基準津波１：防波堤無し） 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-7
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第 2.2-1-2図 基準津波の遡上波による最大浸水深分布 

（基準津波１：防波堤無し） 

 

 

 

 

施設護岸（基準津波１：防波堤無し） 

 

第 2.2-2図 時刻歴波形（施設護岸） 

 

※防波壁津波最高地点 EL11.13m＋朔望平均満潮位+0.58m＋潮位のばらつき+0.14m≒EL11.9m 

11.13 (ｍ) 

5条-別添1-Ⅱ-2-8
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第 2.2-3図 防波壁設置位置 

①

②

③②

①

③

：防波壁

5条-別添1-Ⅱ-2-9
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第 2.2-1表 遡上波の地上部からの到達，流入評価結果 

評価対象 
①入力津 

波高さ 
状況 

②許容津 

波高さ 

裕度※４ 

（②－①） 
評価 

設計基

準対象

施設の

津波防

護対象

設備を

内包す

る建物 

原子炉建物 

EL11.9m※

１ 

EL15.0mの敷地に設置し

ており，遡上波の地上部

からの到達，流入はない。 

EL15.0m※

２ 
3.1m ○ 廃棄物処理建物 

制御室建物 

タービン建物 

EL8.5m の敷地に設置して

おり，遡上波が地上部か

ら到達，流入する可能性

があるため，施設護岸に

防波壁，防波壁通路及び

１号炉放水連絡通路に防

波扉を設置する。 

EL15.0m ※

３ 
3.1m ○ 

屋外に

設置す

る設計

基準対

象施設

の津波

防護対

象設備

を敷設

する区

画 

・B-非常用ディーゼル燃料

設備を敷設するエリア 

・屋外配管ダクト（ディー

ゼル燃料貯蔵タンク～原

子炉建物） 

EL15.0m の敷地に設置し

ており，遡上波の地上部

からの到達，流入はない。 

EL15.0m ※

２ 
3.1m ○ 

・取水槽海水ポンプエリア 

・取水槽循環水ポンプエリ

ア 

・A,H-非常用ディーゼル燃

料設備及び排気筒を敷設

するエリア 

・屋外配管ダクト（タービ

ン建物～排気筒，タービ

ン建物～放水槽） 

EL8.5m の敷地に設置して

おり，遡上波が地上部か

ら到達，流入する可能性

があるため，施設護岸に

防波壁，防波壁通路及び

１号炉放水連絡通路に防

波扉を設置する。 

EL15.0m ※

３ 
3.1m ○ 

※１ 施設護岸における入力津波高さ 

※２ 敷地高さ 

※３ 防波壁，防波壁通路防波扉の天端高さ及び１号放水連絡通路防波扉の許容

津波高さ 

※４ 参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある 

  

5条-別添1-Ⅱ-2-10
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2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

【規制基準における要求事項等】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討した上で，

流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定すること。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止すること。 

【検討方針】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討した上で，

流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定する。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止する。 

【検討結果】 

(1) 敷地への津波の流入の可能性のある経路（流入経路）の特定

海域に接続し，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画

を設置する敷地につながる経路としては，取水路，放水路及び屋外排水路が挙げ

られる。(第 2.2-2表，第 2.2-4図) 

これらにつながる経路からの，上記の設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建物及び区画を設置する敷地への津波の流入（地上部への流入，及び設

計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画地下部への直接的

な流入）の可能性の検討結果を以降に示す。 

なお，検討の結果，経路と入力津波高さの比較や浸水対策の実施状況等より，

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地

に流入する経路はないことを確認した。 

第 2.2-2表 海域に接続する経路 

経路 経路の構成 

取水路 海水系/循環水系 
取水口，取水路，取水槽，海水系配管， 

循環水系配管，取水槽 C/Cケーブルダクト 

放水路 
海水系/循環水系 

放水口，放水路，放水槽，海水系配管， 

循環水系配管，屋外配管ダクト（タービン建物

～放水槽） 

その他排水管 液体廃棄物処理系配管 

屋外排水路 屋外排水管，集水桝 

5条-別添1-Ⅱ-2-11
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第 2.2-4図 海域に接続する経路 

 

 

(2) 各経路に対する確認結果 

a.２号炉取水路 

取水路のうち海水系は，取水口から取水管，取水槽を経由し，海水系配管を介

しタービン建物に接続している。また，取水路のうち循環水系は，取水口から取

水管，取水槽を経由し，循環水系配管を介しタービン建物に接続している。（第

2.2-5図） 

また，取水槽除じん機エリアに隣接するダクトとして取水槽 C/Cケーブルダク

トがあり，取水槽 C/Cケーブルダクトはタービン建物に接続している。 

これらの取水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及

び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性について評価を行った。結果を以

下に，また結果の一覧を第 2.2-3表にまとめて示す。 

 

 

凡例 

屋外排水路 

取水路 

放水路 

３号炉 

２号炉 １号炉 

5条-別添1-Ⅱ-2-12
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第 2.2-5図 ２号炉 取水施設の配置図 

(a)敷地地上部への流入の可能性

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び

区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては第 2.2-6図に示

すとおり取水槽除じん機エリア及び取水管立入ピットの天端開口部が挙げられ

る。 

取水槽除じん機エリアについては，日本海東縁部に想定される地震による津波

及び海域活断層に想定される地震による津波の入力津波高さの最大値 EL10.6mよ

り，開口部に設置している除じん機エリア防水壁及び水密扉の天端高 EL11.3mが

高い。（第 2.2-7図）この高さは参照する裕度(0.64m)を考慮しても余裕がある。 

取水管立入ピットについては，取水管立入ピット閉止板を設置することから敷

地への流入はない。（第 2.2-7図） 

また，取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物

及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路として，第 2.2-8図

に示すとおり，取水槽 C/Cケーブルダクトがあるが，取水槽除じん機エリアと取

水槽 C/Cケーブルダクトの境界にある貫通部には貫通部止水処置を実施している

ため，敷地への流入はない。 

以上より，これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建物及び区画を設置する敷地に津波が流入することはない。 

取水槽における入力津波の時刻歴波形を第 2.2-9図に示す。設置した浸水防護

施設の仕様については「4.2浸水防止設備の設計」の「(2)除じん機エリア防水壁」，

「(3) 閉止板」，「(4)除じん機エリア水密扉」及び「(11) 貫通部止水処置」に示

す。 

r

取水路

取水槽

取水口
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第 2.2-6図 ２号炉 取水施設断面図 

第 2.2-7図 取水槽の浸水対策の概要（断面図，平面図） 

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m
海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

R

R

R

R

T

T

T

H

Ｃ

Ｃ

Ｃ

J

J

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水管立入ピット閉止板

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水管立入ピット閉止板

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：分離壁

R

Ｔ

Ｈ

Ｊ

Ｃ

：原子炉補機海水ポンプ

：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

：タービン補機海水ポンプ

：循環水ポンプ

：除じんポンプ

天端開口 
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第 2.2-8図 取水槽 C/Cケーブルダクト 配置概要図 

 

第 2.2-9図 取水槽における入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 

 

(b)建物への流入の可能性 

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物に津

波が流入する可能性のある経路としては，取水槽からタービン建物及び原子炉建

物に海水を送水する海水系配管及び循環水系配管が挙げられるが，これらの配管

は，建物内に開口部はないため津波が直接流入する経路とはならない。 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸水防護重点化範

囲である原子炉建物，廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及びタービン建物（耐震Ｓ

クラスの設備を設置するエリア）へ流入する可能性については，「2.4 重要な安

全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」において評価する。 

海水系配管，循環水配管の経路及び耐震クラス（浸水防止機能を除く）を第

2.2-10図に示す。 

 

 

 

２号炉取水槽（入力津波１，防波堤無し） 

(m) 

水
位

(E
L

) 

（     ） 

（     ） 

（     ） 
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第 2.2-10図 海水系配管及び循環水配管経路 概要図 

(c)区画への流入の可能性

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する区画であ

る取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアに流入する可能性の

ある経路としては，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアの床

面及び壁面開口部が挙げられる。なお，他に，取水槽海水ポンプエリア及び取水

槽循環水ポンプエリアに設置されている海水ポンプの軸受部等の構造上の隙間

部からの流入の可能性も考えられるが，これについては，「2.3 漏水による重要

な安全機能への影響防止（外郭防護２）」において評価する。 

取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアの床面及び壁面開口

部に対しては，第 2.2-7図に示すとおり，浸水防止設備として取水槽床ドレン逆

止弁を設置するとともに，貫通部止水処置を実施することにより，取水槽海水ポ

ンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアへの津波の流入を防止する。仕様につ

いては「4.2 浸水防止設備の設計」の「(5) 床ドレン逆止弁」，「(11) 貫通部止

水処置」に示す。 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸水防護重点化範

囲である取水槽循環水ポンプエリア，取水槽海水ポンプエリアへ流入する可能性

については「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」において評

価する。 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

【凡例】
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載
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第 2.2-3表 取水路からの津波の流入評価結果 

流入経路 

①入力 

津波高さ 

(EL) 

状況 

②許容 

津波高さ 

(EL) 

裕度※４ 

（②-①） 
評価 

取水槽 

除じん機エリア 
天端 

開口 

10.6m※１ 

除じん機エリアの天端開口高

さは EL8.8m であり，津波が天

端開口から敷地に流入する可

能性があるため，防水壁を設

置する。 

11.3m※２ 0.7m ○ 

取水管立入ピット 
天端 

開口 

取水管立入ピットの天端開口

高さは EL8.8mであり，津波が

天端開口から敷地に流入する

可能性があるため，閉止板を

設置する。 

15.0m※３ 4.4m ○ 

取水槽 C/Cケーブル

ダクト 
貫通部 

取水槽 C/Cケーブルダクトは

敷地に開口しており，開口高

さは EL8.8m であるため，津波

が敷地に流入する可能性があ

ることから，貫通部止水処置

を実施し，取水槽 C/Cケーブ

ルダクトへの津波の流入を防

止する。 

15.0m※３ 4.4m ○ 

海水ポンプエリア，

循環水ポンプエリア 
床面 

海水ポンプエリア，循環水ポ

ンプエリアの床面高さは

EL1.1m であり，床面開口部か

ら同エリアに津波が流入する

可能性があるため，床面開口

部に逆止弁を設置する。 

15.0m※３ 4.4m ○ 

※１ 取水槽における入力津波高さ 

※２ 防水壁の天端高さ 

※３ 閉止板，逆止弁及び貫通部止水処置の許容津波高さ 

※４ 参照する裕度（0.64m）に対しても余裕がある。 
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b.２号炉放水路 

２号炉放水路のうち海水系は，タービン建物から海水系配管を介して，放水槽

に接続している。また，循環水系は，タービン建物から循環水系配管及びダクト

を介して，放水槽に接続している。放水槽からは，放水路及び放水接合槽を経由

して放水口から海域に放水する。（第 2.2-10図，第 2.2-11図） 

これらの放水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及

び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性について評価を行った。結果を以

下に，また結果の一覧を第 2.2-4表にまとめて示す。 

 

 

 

第 2.2-11図 放水施設の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水口

放水接合槽

放水路 放水槽
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(a)敷地地上部への流入の可能性

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び

区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては放水槽及び放

水接合槽の天端開口部が挙げられる。放水槽については，開口部の天端高さ（放

水槽位置：EL8.8m）は，入力津波高さ（放水槽位置：EL7.9m）よりも高い。 

また，放水接合槽については，開口部の天端高さ（放水接合槽位置：EL8.0m）

は，入力津波高さ（放水接合槽位置：EL6.1m）よりも高い。 

この高さは参照する裕度（0.64m）を考慮しても余裕がある。したがって，こ

れらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画

を設置する敷地に津波が流入することはない。（第 2.2-12図，第 2.2-13図） 

第 2.2-12図 放水施設の断面図 

第 2.2-13-1図 放水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

第 2.2-13-2図 放水接合槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 

２号炉放水槽（入力津波１，防波堤有り） 

(m) 

水
位

(E
L

) 

２号炉放水接合槽（入力津波１，防波堤無し） 

(m) 

水
位

(E
L

) 

天端開口 
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(b)建物への流入の可能性 

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物に津

波が流入する可能性のある経路としては，タービン建物から放水路に海水を送水

する海水系配管及び循環水系配管の貫通部が挙げられる。 

海水系配管は，屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）を通って放水槽に接

続しており，貫通部には止水処置を実施しているため，この経路から津波の流入

はない。循環水系配管は，タービン建物から循環水排水路を介して放水槽に接続

しており，循環水系配管はコンクリート巻き立てとなっているため津波が流入す

ることはない。（第 2.2-14図） 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸水防護重点化範

囲である原子炉建物，廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及びタービン建物（耐震Ｓ

クラスの設備を設置するエリア）へ流入する可能性については，「2.4 重要な安

全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」において評価する。 

 
第 2.2-14-1図 循環水排水路平面図 

 

第 2.2-14-2図 循環水排水路断面図（①－①断面） 
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(c)区画への流入の可能性

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する区画に流

入する可能性のある経路はない。(第 2.2-10図) 
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第 2.2-4表 放水路からの津波の流入評価結果 

流入経路 
①入力 

津波高さ 

( E L ) 
状況 

②許容 

津波高さ 

( E L ) 

裕度※６ 

（②－①） 評価 

放水槽 
天端 

開口 
EL7.9m※１ 

放水槽の天端開口高さは

EL8.8mであり，天端開口か

ら敷地に津波が流入する

可能性はない。 

EL8.8m※３ 0.9m ○ 

放水接合槽 
天端 

開口 
EL6.1m※２ 

放水接合槽の天端開口高

さは EL8.0mであり，天端

開口から敷地に津波が流

入する可能性はない。 

EL8.0m※４ 1.9m ○ 

屋外配管ダクト 

（タービン建物

～放水槽） 

貫通

部 
EL7.9m※１ 

屋外配管ダクトの配管貫

通部から津波が流入する

可能性があることから，貫

通部止水処置を実施する。 

EL8.8※５ 0.9m ○ 

※１ 放水槽における入力津波高さ 

※２ 放水接合槽における入力津波高さ 

※３ 放水槽の天端高さ 

※４ 放水接合槽の天端高さ 

※５ 貫通部止水処置の許容津波高さ 

※６ 参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある 

  

5条-別添1-Ⅱ-2-22

23



 

c.屋外排水路 

海域から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設

置する敷地につながる屋外排水路としては，３号炉北岸に６箇所（①～⑥），３

号炉東岸に３箇所（⑦～⑨）及び１，２号炉北岸に４箇所（⑩～⑬）計 13 箇所

あり，排水路上には敷地面に開口する形で集水枡が設置されている。屋外排水路

の全体配置図を第 2.2-15図に示す。 

 

 

 

 

 

第 2.2-15図 屋外排水路の全体配置図 

 

屋外排水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物

及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては集水桝の

開口部が挙げられ，これらは敷地面上(EL8.5m)で開口しているが，浸水防止設備

として屋外排水路逆止弁を設置している。屋外排水路逆止弁は津波高さに対して

浸水防止機能を十分に保持する設計としていることから，屋外排水路から流入す

る津波は，敷地に到達しないことを確認している。同設備の仕様については「4.2 

浸水防止設備の設計」の「(1)屋外排水路逆止弁」に示す。 

 以上の結果を第 2.2-5表にまとめて示す。 
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第 2.2-5表 屋外排水路からの津波の流入評価結果 

エリア
接続 

場所 

開口 

寸法 

①入力津波

高さ(EL) 
状況 

②許容津波

高さ(EL)

裕度※３ 

（②－①） 
評価 

3号炉 

北 側 施

設護岸 

① φ2,000 

11.9m※1 

集水桝背後の敷地高さ

は EL8.5mであり，津波

が敷地に流入する可能

性があることから，屋

外排水路逆止弁を設置

する。 

15.0m※２ 3.1m ○ 

② φ1,500 

③ φ1,500 

④ φ1,500 

⑤ φ1,500 

⑥ φ1,500 

3号炉 

東 側 施

設護岸 

⑦ φ800 

集水桝周辺の敷地高さ

は EL8.5mであるため，

津波が敷地に流入する

可能性があることか

ら，屋外排水路逆止弁

を設置する。 

⑧ φ800 

⑨ 
□ 2,000

×2,000 

1,2号炉

北 側 施

設護岸 

⑩ φ800 

⑪ φ800 

⑫ φ800 

⑬ φ1,500 

※１ 施設護岸における入力津波高さ

※２ 屋外排水路逆止弁を考慮した許容津波高さ

※３ 参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある
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d.その他排水管  

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物に津

波が流入する可能性のある経路としては，廃棄物処理建物からタービン建物，海

水系配管ダクトを経由し，放水槽へ排水を送水するランドリドレン系配管が挙げ

られる。（第 2.2-16図） 

ランドリドレン系配管は，内包水に対するバウンダリが形成されているため，

津波が配管に流入した場合においても建物内に流入はない。 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸水防護重点化範

囲である原子炉建物，廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及びタービン建物（耐震Ｓ

クラスの設備を設置するエリア）へ流入する可能性については，「2.4 重要な安

全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」において評価する。 

 

 

 

第 2.2-16図 その他排水管の経路概要図 

 

 

 

 

N
配管貫通部下端EL4360

液体廃棄物処理系（ランドリドレン系）配管

配管貫通部下端EL4450

RSW等配管ダクト
EL1900

R

R

取水槽 T
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ｅ.他号路（１，３号炉）の取水路，放水路等の経路から敷地への流入可能性 

海域に接続する他号路（１，３号炉）の取水路，放水路等の経路から設計基準

対象施設の津波防護対象設備を設置する敷地に津波が流入する可能性について

評価を行った。（第 2.2-6表） 

第 2.2-6表 海域に接続する経路（他号路（１，３号炉）） 

経路 号炉 経路の構成 

取水路 
１ 取水口，取水路，取水槽 

３ 取水口，取水路，取水槽 

放水路 
１ 放水口，放水路，放水槽 

３ 放水口，放水路，放水槽 

(a)取水路

１，３号炉の取水路につながり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては，

取水槽等の天端開口部が挙げられる。 

１号炉取水槽については，取水槽に流路縮小工を設置することにより，敷地へ

の津波の流入を防止する。 

3 号炉取水槽及び取水路点検口については，これらの開口部の天端高さは，い

ずれも取水槽等における入力津波高さよりも高い。また，この高さは参照する裕

度(0.64m)を考慮しても余裕がある。 

以上より，これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建物及び区画を設置する敷地に津波が流入することはない。（第 2.2-17 図，第

2.2-18図，第 2.2-19図，第 2.2-20図，第 2.2-21図，第 2.2-22図，第 2.2-7表） 
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第 2.2-17図 １，３号炉 取水施設の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-18図 １号炉 取水施設の断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-19図 ３号炉 取水施設の断面図 
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第 2.2-20図 １号炉取水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し，流路縮小工設置） 

 

第 2.2-21図 ３号炉取水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 

 

第 2.2-22図 ３号炉取水路点検口での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 
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第 2.2-7表 取水路からの津波の流入評価結果 

号 流入経路 
①入力津波

高さ(EL) 

状況 ②許容津波

高さ(EL) 

裕度※５ 

(②－①)
評価 

１ 取水槽 天端開口 7.0m※１，２ 

取水槽の天端開口高さ

は EL8.8m であり，天端

開口から敷地に津波が

流入する可能性はない。 

8.8m 1.8m 
○ 

３ 

取水槽 天端開口 7.8m※３ 

取水槽の天端開口高さ

は EL8.8m であり，天端

開口から敷地に津波が

流入する可能性はない。 

8.8m 1.0m 
○ 

取水路点検口 天端開口 6.4m※４ 

取水路点検口の天端開

口高さは EL9.5m であ

り，天端開口から敷地に

津波が流入する可能性

はない。 

9.5m 3.1m 
○ 

※１ 流路縮小工を設置

※２ 流路縮小工設置後の１号炉取水槽における入力津波高さ

※３ ３号炉取水槽における入力津波高さ

※４ ３号炉取水路点検口における入力津波高さ

※５ 参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある
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(b)放水路 

１，３号炉の放水路につながり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては，

放水槽等の天端開口部が挙げられるが，これらの開口部天端高さは，いずれも放

水槽等における入力津波高さよりも高い。また，この高さは参照する裕度（0.64m）

を考慮しても余裕がある。したがって，これらの経路から設計基準対象施設の津

波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入すること

はない。（第 2.2-23図，第 2.2-24図，第 2.2-25図，第 2.2-26図，第 2.2-27図，

第 2.2-28図，第 2.2-29図，第 2.2-30図，第 2.2-31図，第 2.2-8表） 

 

 

 

 

第 2.2-23図 １，３号炉 放水施設の配置図 
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EL15.0m

EL8.5mEL8.8m

放水槽

放水路
放水路

放水口

防波壁

EL-5.0m EL-16.6m

EL8.0m

放水接合槽

第 2.2-24図 １号炉 放水施設の断面図 

第 2.2-25図 ３号炉 放水施設の断面図 

第 2.2-26図 １号炉放水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

天端開口 

天端開口 
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第 2.2-27図 １号炉冷却水排水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

 

 

第 2.2-28図 １号炉マンホールでの入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

 

 

第 2.2-29図 １号炉放水接合槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 
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第 2.2-30図 ３号炉放水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波５：防波堤無し） 

 

 

第 2.2-31図 ３号炉放水接合槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波５：防波堤無し） 
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第 2.2-8表 放水路からの津波の流入評価結果 

号 流入経路 
①入力津波

高さ(EL) 

状況 ②許容津波

高さ(EL) 

裕度※７ 

（②－①） 
評価 

１ 

放水槽 天端開口 4.8m※１ 

放水槽の天端高さは EL8.8m

であり，天端開口から津波が

流入する可能性はない。 

8.8m 4.0m ○ 

冷却水排

水槽 
天端開口 4.7m※２ 

冷却水排水槽の天端高さは

EL8.5mであり，天端開口か

ら津波が流入する可能性は

ない。 

8.5m 3.8m ○ 

マンホー

ル 
天端開口 4.8m※３ 

マンホールの天端高さは

EL8.5mであり，天端開口か

ら津波が流入する可能性は

ない。 

8.5m 3.7m ○ 

放水接合

槽 
天端開口 3.5m)※４ 

放水接合槽の天端高さは

EL9.0mであり，天端開口か

ら津波が流入する可能性は

ない。 

9.0m 5.5m ○ 

３ 

放水槽 天端開口 7.3m※５ 

放水槽の天端高さは EL8.8m

であり，天端開口から津波が

流入する可能性はない。 

8.8m 1.5m ○ 

放水接合

槽 

放水接合

槽背後の

敷地 

6.5m※６ 

放水接合槽背後の敷地高さ

は EL8.5mであり，天端開口

から津波が流入する可能性

はない。 

8.5m 2.0m ○ 

※１ １号炉放水槽における入力津波高さ

※２ １号炉冷却水排水槽における入力津波高さ

※３ １号炉マンホールにおける入力津波高さ

※４ １号炉放水接合槽における入力津波高さ

※５ ３号炉放水槽における入力津波高さ

※６ ３号炉放水接合槽における入力津波高さ

※７ 参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある
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2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画については，浸水防護

重点化範囲として明確化すること。 

 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画については，浸

水防護重点化範囲として明確化する。 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。以下，2.4 にお

いて同じ。）を内包する建物及び区画としては，原子炉建物，タービン建物，廃

棄物処理建物，制御室建物，取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリ

ア及び屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物

～排気筒，タービン建物～放水槽)並びに非常用ディーゼル燃料設備及び排気筒

を敷設するエリアがある。また，タービン建物については，復水器を設置するエ

リアから耐震Ｓクラスの設備を設置するエリアへの浸水対策として，復水器エリ

ア防水壁等を設置し，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）と

タービン建物（復水器を設置するエリア）に区画する。各建物内の設計基準対象

施設の津波防護対象設備の配置は添付資料１に示すとおりである。 

このうち，耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画は，原子炉建物，ター

ビン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），廃棄物処理建物（耐震Ｓク

ラスの設備を設置するエリア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエ

リア），取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配管ダク

ト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物～排気筒，タービン

建物～放水槽)並びに非常用ディーゼル燃料設備及び排気筒を敷設するエリアで

あるため，これらを浸水防護重点化範囲として設定する。 

第 2.4-1 表，第 2.4-1 図，第 2.4-2図に浸水防護重点化範囲を示す。また，タ

ービン建物地下 1階の復水器エリア防水壁と耐震Ｓクラスの設備の位置関係を第

2.4-3図に示す。 

なお，位置が確定していない設備等に対しては，詳細設計段階で浸水防護重点

化範囲を再設定する方針である。 
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第 2.4-1 表 浸水防護重点化範囲 

耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画 周辺敷地高さ 

・タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

・取水槽海水ポンプエリア

・取水槽循環水ポンプエリア

・屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）

・屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

・A,H-非常用ディーゼル燃料設備及び排気筒を敷設するエリア

EL8.5m 

・原子炉建物

・制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

・廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

・屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

・B-非常用ディーゼル燃料設備を敷設するエリア

EL15.0m 

第 2.4-1図 浸水防護重点化範囲概略図 

浸水防護重点化範囲

取水槽海水ポンプエリア，
取水槽循環水ポンプエリア

原子炉建物

制御室建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア）

廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）B-非常用ディーゼル
燃料設備

A,H-非常用ディーゼル
燃料設備

排気筒

屋外配管ダクト
(タービン建物～排気筒)

屋外配管ダクト（ディーゼ
ル燃料貯蔵タンク～原子
炉建物）

屋外配管ダクト
(タービン建物
～放水槽）

タービン建物（耐震Ｓクラス
の設備を設置するエリア）
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第 2.4-2-1 図 浸水防護重点化範囲（平面図）（１／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL1.6m 

タービン建物 EL2.6m 

原子炉建物 EL1.3m 廃棄物処理建物 EL3.0m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL8.8m 

原子炉建物 EL8.8m 廃棄物処理建物 EL8.8m 

タービン建物 EL5.5m 
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第 2.4-2-1 図 浸水防護重点化範囲（平面図）（２／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL16.9m 

制御室建物 EL12.8m 

タービン建物 EL12.5m 

原子炉建物 EL15.3m 
廃棄物処理建物 EL15.3m 

廃棄物処理建物 EL12.3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL20.6m 

原子炉建物 EL23.8m 廃棄物処理建物 EL22.1m 
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第 2.4-2-1 図 浸水防護重点化範囲（平面図）（３／４） 
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第 2.4-2-1 図 浸水防護重点化範囲（平面図）（４／４） 

 

 

第 2.4-2-2 図 浸水防護重点化範囲（断面図） 

 

第 2.4-3 図 タービン建物地下 1 階の復水器エリア防水壁等の浸水防止設備と 

耐震Ｓクラスの設備の位置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

廃棄物処理建物 EL37.5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

廃棄物処理建物地下 2階 

U 

U 

U 

取水槽循環水ポンプエリア 

取水槽海水ポンプエリア 

U 

タービン建物地下 1階 

原子炉建物地下 2階 

U U U U 

U 

U 

U U 

U 

U 
U 

凡例 

      ：浸水防護重点範囲 

：復水器エリア防水壁 

：水密扉  

：貫通部止水処置実施箇所 

床ドレン逆止弁は浸水防護重点範囲の境界となる床面に設置 

：Ⅰ-原子炉補機海水系配管 

：Ⅱ-原子炉補機海水系配管 

：高圧炉心スプレイ補機海水系配管 

      ：非常用ディーゼル発電機系配管 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系配管 

      ：非常用ガス処理系配管 

      ：Ⅰ-原子炉補機海水系電路 

      ：Ⅱ-原子炉補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系電路 

    （点線部は埋設を示す） 

  Ｕ   ：上階へ 

      

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

U U 

U 

耐震Ｓクラス 

 の設備 

浸水防止設備 

浸水防護重点化範囲 
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2.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定すること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可

能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸

水対策を施すこと。 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定する。浸水範囲，

浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経

路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施

する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震による溢水の影

響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実施する。 

・地震・津波による建物内の循環水系等の機器・配管の損傷による建物内への

津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建物における地震時の地下水排

水ポンプの停止による地下水の流入等の事象を考慮する。

・地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷による敷地内へ

の津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮する。

・循環水系機器・配管等の損傷による津波浸水量については，入力津波の時刻

歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。また，サイフォン効果も

考慮する。

・機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水における溢水事象想

定を考慮して算定する。

・地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与える影

響について評価する。

・施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部からの溢水も考

慮する。

【検討結果】 

前項までに述べたとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建

物及び区画が設置された敷地への津波の地上部からの到達・流入に対する外郭防

護及び取水路，放水路等の経路からの流入に対する外郭防護は，津波防護施設，

浸水防止設備を設置することにより実現している。これより，津波単独事象に対

しては，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路は存在しない。 

一方，【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」について，２号炉に

対して「地震による溢水」を具体化すると次の各事象が挙げられる。これらの概

念図を第 2.4-4-1図に示す。 
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(1) 地震による溢水の影響を含めた浸水防護重点化範囲への影響について

a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水

地震に起因するタービン建物（復水器を設置するエリア）に敷設する循環水

配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス（浸水防止機能を除く）の機器及び配管

の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽から循環

水配管等に流れ込み※１，その損傷箇所を介して，タービン建物（復水器を設置

するエリア）に流入することが考えられる。 

このため，タービン建物（復水器を設置するエリア）に流入した津波により，

隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評価する。 

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水

地震に起因するタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に敷

設するタービン補機海水系配管を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷によ

り，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽からタービン補機海

水系配管に流れ込み※１，その損傷箇所を介して，タービン建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア）に流入することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲（タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア））への影響を評価する。 

c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水

地震に起因する取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の

破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するととも

に，津波が取水槽及び放水槽から循環水配管等に流れ込み※１，その損傷箇所を

介して，取水槽循環水ポンプエリアに流入することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲（取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評価す

る。 

d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水

地震に起因する取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補機海水系配

管等を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとと

もに，津波が取水槽海水ポンプエリアに流入することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲（取水槽海水ポンプエリア）への影響を評価

する。 

※１：取水路と放水路は配管及び復水器を介してつながっており，２号炉の取

水槽及び放水槽の水位が高い方から，循環水配管等の損傷箇所との水頭

差により海水が流入する。（第 2.4-4-2図） 
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e. 屋外タンク等による屋外における溢水 

地震により敷地内にある低耐震クラスの機器である屋外タンク等が損傷し，

保有水が敷地内に流出する。 

  このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

地震により地下水を排出するための排水設備（地下水排水ポンプ）が停止し，

建物周辺の地下水位が上昇することが考えられる。 

  このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 
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第 2.4-4-2 図 地震による溢水の概念図 

（海域に接続する低耐震クラスの機器及び配管の経路概要） 

 

以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下におい

て海水が流入する事象），あるいは「津波による溢水」への影響が考えられる事

象（津波による溢水の浸水範囲内で，同時に起こり得る溢水事象）としては， a.，

b.，c.，d.が挙げられることから，これらの各事象について，浸水防護重点化範

囲への影響を評価した。 

上記の「地震による溢水」のうち e.，f.については，これらによる影響に対し

て「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷の防止等）」への適合のために評

価及び対策を行うこととしており，その結果，「津波による溢水」には影響しな

い地震単独事象となっている。 

本内容については，同条に対する適合性（参考資料２第９章，参考資料３第 10

章，参考資料４補足説明資料 30）において説明しており，以下ではその概要も合

わせて示す。 

また，「b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢

水」，「c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水」，d.「取水槽海水ポンプエリ

アにおける溢水」は，それらの区画が耐震Ｓクラスの設備を設置する浸水防護重

点化範囲であることから，「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下にお

いて海水が流入する事象）を生じさせない対策（低耐震クラスの機器及び配管へ

の津波流入防止対策（添付資料 27参照））を踏まえ，浸水防護重点化範囲への影

響を評価する。 
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：循環水系配管

：除じん系配管

：原子炉補機海水系配管（放水配管）
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(2) 浸水量評価

a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料２第９章 9.1）において「復水機エ

リアにおける溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内

容を添付資料 10 に抜粋して示す。 

添付資料 10に示すとおり，本事象による浸水量は第 2.4-5図のとおりとなる

(「設置許可基準規則第 9 条(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第 9

章 9.1)表 9-7より転載)。また，浸水イメージは第 2.4-6図のとおりとなる。 

第 2.4-5 図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における地震起因による

溢水評価 
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（平面図） 

（断面図） 

第 2.4-6 図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における浸水イメージ 

また，津波による溢水に対しては，「設置許可基準規則第 9 条（溢水による損

傷の防止等）」に対する適合性（第 9 章 9.1）における「復水器エリアにおける溢

水」の結果から，循環水系に追加設置するインターロック（地震大及びタービン

建物の漏えい信号で作動）により，津波襲来前に循環水ポンプの出口弁の全閉に

より自動隔離することから，津波はタービン建物（復水器を設置するエリア）に

浸水しない。これにより，隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建物，タービン

建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエリア）

へ津波は浸水しない。 
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b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水

地震に起因し，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の低

耐震クラスの配管であるタービン補機海水系配管，原子炉補機海水系配管（放

水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放水配管），液体廃棄物処理系配

管の破損により，津波が損傷箇所を介してタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）に流入することを防止するため，以下の対策を実施する。

対策の詳細は添付資料 27 に示す。 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放

水配管）の基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機能保持

・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系配管への逆止弁設置

上記対策により，同区画は「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下

において海水が流入する事象）は生じない。 

また，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に設置する耐

震Ｓクラスの設備に対する浸水影響について，添付資料 28 に示す。 
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c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水

地震に起因し，取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の

破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，津波がその損傷箇所を介

して，取水槽循環水ポンプエリア内に流入することを防止するため，以下の対

策を実施する。対策の詳細は添付資料 27 に示す。 

・循環水系の機器及び配管の基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ

機能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作）

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下において海水が流

入する事象）に該当する事象は生じない。 

また，取水槽循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備に対する浸

水影響について，添付資料 28 に示す。 

d.取水槽海水ポンプエリアにおける溢水

地震に起因し，取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補機海水系配管

を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，津波が取水槽海水ポンプエ

リアに流入することを防止するため，以下の対策を実施する。対策の詳細は添

付資料 27 に示す。 

・タービン補機海水系，除じん系の機器及び配管の基準地震動 Ss による地震

力に対してバウンダリ機能保持

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下において海水が流

入する事象）に該当する事象は生じない。 

e. 屋外タンク等による屋外における溢水

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10.1）において「屋外タンク

の溢水による影響」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内

容を添付資料 10 に抜粋して示す。 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による溢水については，溢水源として

屋外に設置されたタンク等を挙げた上で，溢水防護区画への影響評価を実施し

た結果，原子炉建物や廃棄物処理建物の各扉付近の開口部の下端高さが溢水水

位より高い位置にあること等により，浸水防護重点化範囲に影響を与えること

はないと評価している。 

屋外タンクの溢水伝播挙動を第 2.4-7図に示す。 
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第 2.4-7-1 図 屋外タンクの溢水伝播挙動 
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第 2.4-7-2 図 屋外タンクの溢水伝播挙動 
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f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10 章 10.2）において「地下水の

溢水による影響」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内容

を添付資料 10 に抜粋して示す。 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による浸水水位（建物周囲の地下水位）

については，基準地震動 Ss による地震力に対して機能維持する地下水位低下設

備を設置することから，建物まで地下水位が上昇することはなく，地下水が溢

水防護区画に影響を与えることはないと評価している。 

その上で，地下水位をタービン建物の地表面(EL8.5m)と想定し，地下外壁の

ひび割れ幅が，地震応答解析におけるせん断変形が第一折点に収まること，又

は第一折点を超える場合は，残留ひび割れを考慮した評価を実施し，水密性の

観点から「原子炉施設における建築物の維持管理指針・同解説(日本建築学会)」

における水密性の観点から補修の検討が必要となるひび割れ幅の評価基準値

（0.2mm）を超えないこと確認する。 

a.b.c.d.e.f.までの影響評価の内容を第 2.4-2表に示す。 

 

第 2.4-2 表 影響評価一覧表 
溢水 
事象 

事象概要 
起因 
事象 

想定事象 対策 確認条文 

a 

タービン建物

（復水器を設置

するエリア）に

おける溢水 

地震 

・内部溢水 

・津波による

溢水 

・インターロックによ

る循環水系の自動

隔離※ 

・インターロックによ

るタービン補機海

水系の自動隔離※ 

・タービン補機海水系

の放水配管等への

逆止弁設置※ 

・低耐震クラスの機器

及び配管の耐震性

評価 

設置許可基準規則 

第５条 

第９条 

b 

タービン建物

（耐震Ｓクラス

の設備を設置す

るエリア）にお

ける溢水 

地震 

c 

取水槽循環水ポ

ンプエリアにお

ける溢水 

地震 

d 

取水槽海水ポン

プエリアにおけ

る溢水 

地震 

e 

屋外タンク等に

よる屋外におけ

る溢水 

地震 ・内部溢水 

・取水槽海水ポンプエ

リアへの防水壁の

設置 

設置許可基準規則 

第９条 

f 

建物外周地下部

における地下水

位の上昇 

地震 ・内部溢水 
・地下水位低下設備の

設置※ 

設置許可基準規則 

第９条 

※ 隔離範囲については，基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機能等を保持する

設計とする。 
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(3) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

「(2)浸水量評価」で示した各事象により想定される浸水範囲，浸水量に対し，

浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施した。なお，浸水の可能性のある

経路，浸水口の特定にあたっては，施設・設備施工上生じうる隙間部等として，

貫通口における貫通物と貫通口（スリーブ，壁等）との間に生じる隙間部や建物

間接合部に生じる隙間部についても考慮した。 

浸水対策の実施範囲を第 2.4-8 図に，浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種

類を第 2.4-3表に示す。 

各浸水対策の仕様については「4.2浸水防止設備の設計」，その設置位置，施工

範囲については添付資料 11 に示す。 

なお，浸水防護重点化範囲のうち，その境界部に安全側に想定した浸水が及ば

ず，結果として浸水対策が不要であった範囲を建物の階層単位で整理して示すと

第 2.4-4 表となる。各津波防護対象設備において，浸水が生じ得る箇所に設置さ

れるものであるか否か（浸水対策が求められる浸水防護重点化範囲内に設置され

ているか否か）は，同表及び添付資料１「基準津波に対して機能を維持すべき設

備とその配置」により確認される。 

a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水

「浸水量評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。

地震に起因する溢水によるタービン建物（復水器を設置するエリア）におけ

る溢水水位は，EL 約 4.8mとなるため，没水水位との関係を考慮した浸水防護

重点化範囲の境界に以下のおける浸水対策を行うことから，浸水防護重点化範

囲（原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び

取水槽循環水ポンプエリア）へ及ぼす影響はない。 

＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対する対策＞ 

・復水器エリア防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置

＜原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

・貫通部止水処置

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水につい

ては，浸水防護重点化範囲の境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防

護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に

津波の浸水はない。詳細は添付資料 27 に示す。 

＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対する対策＞ 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放

水配管）の基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機能保持
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・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系排水配管への逆止弁設置 

c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護重点化範囲の

境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護重点化範囲である取水槽循

環水ポンプエリアに津波の浸水はない。なお，タービン補機海水ポンプ出口弁

に設置するインターロックについては，浸水防護重点化範囲（耐震 S クラスの

設備を内包する建物）への津波の流入を防止する重要な設備であり，津波襲来

前に確実に閉止するため，重要安全施設（MS-１）として設計する。詳細は添付

資料 27 に示す。 

＜取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

・循環水ポンプ及び配管の基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機

能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作） 

 

  d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護重点化範囲の

境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護重点化範囲である取水槽

海水ポンプエリアに津波の浸水はない。詳細は添付資料 27 に示す。 

＜取水槽海水ポンプエリアに対する対策＞ 

・タービン補機海水ポンプ及び配管，除じんポンプ及び配管の基準地震動 Ss

による地震力に対してバウンダリ機能保持 

 

e. 屋外タンク等における溢水 

地震時の屋外タンク等による影響評価は，原子炉建物や廃棄物処理建物の各

扉付近の開口部の下端高さが溢水水位より高い位置にあること等により，浸水

防護重点化範囲に影響を与えることはないと評価している。 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

建物外周地下部における地下水位の上昇については，基準地震動 Ssによる地

震力に対して機能維持する地下水位低下設備を設置することによって，地震時

及び地震後においても地下水を地上の雨水排水系統へ排水することが可能であ

る。また，地下水位低下設備の電源は，非常用電源系統より供給することから，

外部電源喪失時にも排水が可能となっており，水位が上昇し続けることはない

（「島根原子力発電所２号炉 地震による損傷の防止 別紙-17 地下水位低下

設備について」参照）。なお，地下水位の上昇を保守的にタービン建物の地表

面(EL8.5m)と想定した場合においても，貫通部の止水措置，建物間に設置する

エキスパンジョイント止水板により，地下水が浸水防護重点化範囲に浸水する

ことはない。 
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なお,島根２号炉の浸水防護重点化範囲であるタービン建物，制御室建物，廃

棄物処理建物（それぞれ耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）は島根１号炉タ

ービン建物等と隣接しているため,島根１号炉にて発生した溢水による島根２号

炉の浸水防護重点化範囲への浸水が考えられるが,島根２号炉と島根１号炉の建

物境界に対しては，溢水防護の観点から止水対策を実施することから,島根２号

炉へ浸水することはない。 

（平面図） 

（A-A 断面） 

第 2.4-8-1 図 浸水対策概要図（EL5.3mまで） 
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第 2.4-8-2図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの

機器及び配管への対策概要図 

  

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】
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第 2.4-3 表 浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類 

浸水経路・浸水口 浸水対策 

（参考） 

対象とする 

溢水事象 

通路・扉部 ・「水密扉」を設置 a 

区画 ・「防水壁」を設置 a 

貫

通

部 

配管 

・「貫通部止水処置」を実施 

a 

電線管 a 

ケーブルトレイ a 

予備スリーブ a 

床ドレン ・「逆止弁」を設置 a 

低耐震クラスの機器及

び配管 

・基準地震動 Ss による地震力に対するバ

ウンダリ機能保持

・「電動弁」，「逆止弁」を設置 

b,c,d 

建物間接合部 ・エキスパンションジョイント e,f 

第 2.4-4 表 浸水防護重点化範囲境界の浸水有無（浸水対策要求有無） 

建物 

タービン建物（復水器を設置するエリア）における階層※１

地下１階 

(EL2.0m) 

浸水あり 

地上１階 

(EL5.5m) 

浸水なし 

地上２階 

(EL12.5m)以上 

浸水なし 

原子炉建物 対策要求あり 対策要求なし 

対策要求なし 制御室建物 
対策要求なし※２ 対策要求なし 

廃棄物処理建物 

タービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を

設置するエリア） 

対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

取水槽循環水ポン

プエリア 
対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

※１ 建物によりエレベーションは異なり，ここでは代表でタービン建物のエレ

ベーションを表記 

※２ 制御室建物及び廃棄物処理建物の浸水防護重点化範囲はそれぞれ EL12.8m，

EL15.3m 以上であるため，対策要求はない。（第 2.4-2-1 図（１／４,２／

４）参照。）
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4.2 浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧等に

対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水

防止機能が十分に保持できるよう設計すること。 

【検討方針】 

浸水防止設備（屋外排水路逆止弁，防水壁，閉止板，水密扉，床ドレン逆止弁，

隔離弁及び貫通部止水処置）については，基準地震動による地震力に対して浸水

防止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性

等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水防止機能が

十分に保持できるよう設計する。 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」及び「2.3 

漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」に示したとおり，設計

基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画に津波を地上部から到

達，流入させないよう，また，取水槽，放水槽等の経路から津波が流入及び漏水

することがないよう，屋外排水路逆止弁，防水壁，閉止板，水密扉及び床ドレン

逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。 

また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示したとお

り安全側に想定した浸水範囲に対して，浸水防護重点化範囲内が浸水することが

ないよう，浸水防護重点化範囲の境界にある扉，開口部，貫通口等に，防水壁，

水密扉，床ドレン逆止弁，隔離弁の設置並びに貫通部止水処置を実施する。なお，

浸水防護重点化範囲内に設置する海域に接続する低耐震クラスの機器及び配管の

うち，破損した場合に津波の流入経路となる機器及び配管については，基準地震

動Ssによる地震力に対してバウンダリ機能を維持する設計とする。 

浸水防止設備の種類と設置位置を整理し，第4.2-1表に示す。各浸水防止設備

の設計方針を以下に示す。 
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第4.2-1表 浸水防止設備の種類と設置位置 

種類 設置位置 
箇所数 

（参考） 

外郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

屋外排水路逆止弁 屋外排水路 一式 

防水壁 取水槽除じん機エリア １ 

閉止板 
取水槽 

（取水管立入ピット） 
１ 

水密扉 取水槽除じん機エリア ２ 

貫通部止水処置 取水槽除じん機エリア 一式 

床ドレン逆止弁 取水槽 一式 

内郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

防水壁 

タービン建物（復水器を設置するエリア）と

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置す

るエリア）との境界 

１ 

水密扉 ５ 

床ドレン逆止弁 一式 

隔離弁 

電動弁 
取水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）との境界 
４ 

逆止弁 
放水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）との境界 
２ 

貫通部止水処置 

タービン建物（復水器を設置するエリア）と

原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポ

ンプエリアとの境界 

一式 
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(１) 屋外排水路逆止弁

施設護岸における入力津波高さに対して，屋外排水路出口からの敷地への

津波の到達，流入を防止するため，屋外排水路出口の排水桝に屋外排水路逆

止弁を設置する。 

屋外排水路逆止弁は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十分に

保持できるよう以下の方針により設計する。 

a. 構造

屋外排水路逆止弁は，板材，補強材等の鋼製部材により構成し，排水桝に

固定する。 

屋外排水路逆止弁の位置図を第4.2-1図に，配置図を第4.2-2図に，構造例

を第4.2-3図に示す。 

第4.2-1図 屋外排水路逆止弁位置図 

PN
：屋外排水路逆止弁 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

⑦ 

⑨ ⑩ ⑪
⑫ 

⑬ 

8-1 

8-2 

※第 4.2-6図参照 
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平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図（Ａ－Ａ断面） 

 

第4.2-2図 屋外排水路逆止弁⑥配置図 

 

  

Ａ 

Ａ 

屋外排水路逆止弁⑥ 

屋外排水路逆止弁⑥ 

防波壁 
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第4.2-3図 屋外排水路逆止弁構造例 

b. 荷重組合せ

屋外排水路逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重

及び津波荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する

（添付資料20参照）。 

c. 荷重の設定

屋外排水路逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。

(a) 常時荷重

自重等を考慮する。

(b) 地震荷重

基準地震動Ssを考慮する。

(c) 津波荷重

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。

(d) 余震荷重

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,これによる荷重

を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方を添付資料22に示

す。

d. 許容限界

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

正面図 断面図 
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(２) 防水壁 

a. 除じん機エリア防水壁 

除じん機エリアに設置する防水壁は，２号炉取水槽での入力津波高さに対し

て，取水路から敷地への津波の到達，流入を防止し，津波防護対象設備が機能

喪失しないようにするために２号炉取水槽に設置するものであり，入力津波高

さに対して十分な高さを確保している。 

除じん機エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して津波防護機能が十分に

保持できるように以下の方針により設計する。（詳細な設計方針及び構造成立

性の見通しについては，添付資料30参照） 

 

(a) 構造 

除じん機エリア防水壁は鋼製壁で構成し，基礎ボルトにより取水槽躯体に

固定する。 

除じん機エリア防水壁の配置図を第 4.2-4図に，構造図を第 4.2-5図に示

す。 

 

 

第4.2-4図 除じん機エリア防水壁配置図 
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第4.2-5図 除じん機エリア防水壁構造図 

(b) 荷重組合せ

除じん機エリア防水壁は防波壁内側の敷地にある２号炉取水槽の天端に設

置するものであることから，設計においてはその設置状況を考慮し，以下に

示す常時荷重，地震荷重，津波荷重の組合せを考慮する。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する

（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定

除じん機エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，余震荷

重を考慮しない。 

正面図 断面図 
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(d). 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，津波防護

機能を保持していることを確認する。 

 

 b. 復水器エリア防水壁 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す津波による

溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した際に，浸水防護重点化範

囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）への浸水を防

止するため，タービン建物（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を設置するエリア）の境界に復水器エリア防水壁を設置する。 

復水器エリア防水壁の設置位置を第 4.2-6図に示す。 

復水器エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に保

持できるように以下の方針により設計する。 

 

(a) 構造 

復水器エリア防水壁は鋼製壁で構成し，アンカーボルトによりタービン建物

躯体に固定する。 

 

(b) 荷重組合せ 

復水器エリア防水壁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，復水器エリア防水壁は，建物内に設置することから，その他自然現象

の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは考慮しない。

（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 
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余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には，

余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，これによる荷重を

余震荷重として設定する。適用にあたっての考え方を添付資料22に示す。 

(d) 許容限界

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，浸水防止

機能を保持していることを確認する。なお，止水性能については，耐圧・漏水

試験で確認する。 

第4.2-6図 復水器エリア防水壁 設置位置 

(３) 閉止板

取水管立入ピットに設置する閉止板は，２号炉取水槽にある取水管立入ピ

ットでの入力津波高さに対して，敷地への津波の到達，流入を防止するため

に，２号炉取水槽にある取水管立入ピット天端に設置する。 

取水管立入ピット閉止板は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が

十分に保持できるように以下の方針により設計する。 
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a. 構造 

取水管立入ピット閉止板は，鋼製部材により構成し，基礎ボルトにより２

号炉取水槽躯体に固定する。 

取水管立入ピット閉止板の配置図を第4.2-7図に，構造図を第4.2-8図に示

す。 

 

 

第4.2-7図 取水管立入ピット閉止板配置図 
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第4.2-8図 取水管立入ピット閉止板構造図 

b. 荷重組合せ

取水管立入ピット閉止板の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地

震荷重及び津波荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する

（添付資料20参照）。 

c. 荷重の設定

取水管立入ピット閉止板の設計において考慮する荷重は，以下のように設

定する。 

(a) 常時荷重

自重等を考慮する。

(b) 地震荷重

基準地震動Ssを考慮する。

(c) 津波荷重

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。

(d) 余震荷重

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，余震

荷重を考慮しない。

平面図 

断面図 
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d. 許容限界

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

(４)水密扉

a. 除じん機エリア水密扉

除じん機エリア水密扉は，２号炉取水槽での入力津波高さに対して，敷地

への津波の到達，流入を防止するため，２号炉取水槽に設置するものであり，

入力津波高さに対して十分な高さを確保している。 

除じん機エリア水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように以下の方針により設計する。（詳細な設計方針及び構

造成立性の見通しについては，添付資料30参照） 

なお，水密扉の運用管理については添付資料23に示す。 

(a) 構造

除じん機エリア水密扉は鋼製部材により構成し，基礎ボルトにより取水槽

躯体に固定する。また，扉体に止水ゴムを取り付けることで浸水を防止する

構造とする。 

除じん機エリア水密扉の配置図を第4.2-9図に，構造例を第4.2-10図に示

す。 
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第4.2-9図 除じん機エリア水密扉配置図 
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第4.2-10図 除じん機エリア水密扉構造図 

(b) 荷重組合せ

除じん機エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震

荷重及び津波荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する

（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定

除じん機エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，余震荷

重を考慮しない。 

正面図 断面図 

平面図 

5条-別添1-Ⅱ-4-22

72



 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 b. 復水器エリア水密扉 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す津波による

溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した際に，浸水防護重点化範

囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）への浸水を防

止するため，タービン建物（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を設置するエリア）の境界に復水器エリア水密扉を設置する。 

復水器エリア水密扉の設置位置を第 4.2-11図に示す。 

復水器エリア水密扉は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に保

持できるように以下の方針により設計する。なお，水密扉の運用管理について

は，添付資料23に示す。 

 

(a) 構造 

復水器エリア水密扉は板材，補強材，扉枠等の鋼製部材により構成し，扉

枠はアンカーボルトにより建物躯体等に固定する。また，扉枠にパッキンを

取りつけることで浸水を防止する構造とする。水密扉の構造例を第 4.2-12図

に示す。 
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第4.2-11図 復水器エリア水密扉 設置位置 

第4.2-12図 水密扉の構造例 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

凡例 

：浸水範囲 

：復水器エリア防水壁 

：貫通部止水処置 

：水密扉 

復水器 
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(b) 荷重組合せ 

復水器エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，復水器エリア水密扉は，建物内に設置することから，その他自然現象

の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは考慮しない。

（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には，

余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，これによる荷重

を余震荷重として設定する。適用にあたっての考え方を添付資料22に示

す。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，浸水防止

機能を保持していることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏水試

験で確認する。 

 

(５) 床ドレン逆止弁 

津波防護対象設備を設置する区画である取水槽の床面高さEL1.1mに対し，

取水槽の入力津波高さがEL10.5mであることから，取水槽海水ポンプエリア

及び循環水ポンプエリアへの津波の流入を防止するため，浸水防止設備とし

て逆止弁を設置する。 

5条-別添1-Ⅱ-4-25

75



また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る床ドレンライン部に対し

て，浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

床ドレン逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重

また，設計にあたっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する

（添付資料20参照）。 

床ドレン逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には，

余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，これによる荷重

を余震荷重として設定する。適用にあたっての考え方を添付資料22に示

す。 

  また，上記荷重の組合せに対して，床ドレン逆止弁の浸水防止機能が十分

に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

a. 構造

床ドレン逆止弁は，鋼製の構造物であり，フロートが水の浮力により上昇

し，開口部を閉鎖することで津波の流入を防止する構造とする。 

構造例を第4.2-13図に示す。 
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第4.2-13図 床ドレン逆止弁の構造の例 

 

b. 耐圧性及び水密性 

床ドレン逆止弁は，床面下部からの流入に対してフロートが押し上げられ，

弁座に密着することで漏水を防止する。 

また，溢水時には溢水を当該エリア外へ排出する。逆止弁が十分な水密性を

もっていることを試験で確認する。試験概要を第4-2-14図に示す。 

 

 

 

 

第 4.2-14図 逆止弁の試験概要 

 

c. 耐震性 

基準地震動Ssに対して，浸水防止機能が保持できることを評価または加振試

験により確認する。 

加振試験の例を第4.2-15図に示す。 
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第 4.2-15図 加振試験例（逆止弁） 

■加振試験条件

・水平方向振動周波数：20Hz

・水 平 方 向 加 速 度：6.0G

・鉛直方向振動周波数：20Hz

・鉛 直 方 向 加 速 度：6.0G

・加 振 時 間：５分間 
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（６）隔離弁 

 a.電動弁 

  「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す地震によ

る配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路となり得るタービン補機

海水ポンプ出口に電動弁（以下「タービン補機海水ポンプ出口弁という。」）

を設置する。電動弁は，インターロックの動作による自動閉とし，インター

ロックに係る設備は，浸水防護重点化範囲（耐震Sクラスの設備を内包する建

物）への津波の流入を防止する重要な設備であり，津波襲来前に確実に閉止

するため，重要安全施設（MS-1）として設計し，多重化・多様化を図る。 

  タービン補機海水ポンプ出口弁は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機

能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

(a) 構造 

 タービン補機海水ポンプ出口弁は，当該配管損傷後，取水路から浸水防護

重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に

津波が浸水することを防止するため，タービン補機海水ポンプ出口に設置す

る。設置位置を第4.2-16図に示す。 

  

  
第4.2-16図 タービン補機海水ポンプ出口弁 設置位置 

 

 

：ＴＳＷポンプ出口弁
：配管（点線部は埋設配管を示す）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ
：タービン補機海水ポンプ
：循環水ポンプ
：除じんポンプ
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(b) 荷重組合せ

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する

（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計において考慮する荷重は，以下のとお

り設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,これによる荷重

を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方を添付資料22に示

す。 

(d) 許容限界

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを確認する。なお，止水

性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

b.逆止弁

「2.4 重量な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す地震によ

る配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路となり得るタービン補機

系放水配管及び液体廃棄物処理系配管に浸水防止設備として逆止弁を設置す

る。 

タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は津波荷重や地

震荷重に対して浸水防止機能が十分に保持できるように以下の方針により設

計する。 
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(a) 構造 

 タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は，当該配管損

傷後，放水路から浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）に津波が浸水することを防止するため，タービン補

機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管に設置する。設置位置を第4.2-1

7図に示す。 

 

 

 

 

 

第4.2-17図 タービン補機海水系放水配管逆止弁及び液体廃棄物処理系配管逆

止弁 設置位置 

 

(b) 荷重組合せ 

 タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁の設計にお

いては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切

に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

：逆止弁
：原子炉補機海水系放水配管
：タービン補機海水系配管
：液体廃棄物処理系排水配管

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

放水槽
タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

復
水
器

TCW熱交
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また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する

（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定

タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁の設計にお

いて考慮する荷重は，以下のとおり設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,これによる荷重

を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方を添付資料22に示

す。 

(d) 許容限界

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

(７) 貫通部止水処置

「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸水防護

重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る貫通口部等に対して，浸水防止

設備として貫通部止水処置を実施する。貫通部止水処置の実施範囲及び実施

例は添付資料11に示す。 

貫通部止水処置は，第4.2-2表に示す充てん構造（シリコン），ブーツ構

造（ラバーブーツ），及び充てん構造（モルタル）に分類でき，貫通部の形

状等に応じて適切な止水構造を選択し実施する。 

これらの止水処置の設計においては，以下に示すとおり，常時荷重，地震

荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
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また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する。

（添付資料20参照） 

 

ここで，貫通部止水処置の設計において考慮する荷重は，以下のように設

定する。 

(a)常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b)地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

(c)津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

(d)余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，これによる荷重

を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方を添付資料22に示

す。 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能が十分

に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 
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第 4.2-2表 止水構造 

貫通物 止水処理 
施工内容 

説明 
断面図 写真 

低温配管 

モルタル

貫通スリーブ

と配管の間に

モルタルを充

填する 

シリコン

貫通スリーブ

と配管の間に

シリコンを充

填する 

高温配管 
ラバー

ブーツ 

貫通スリーブ

と配管にラバ

ーブーツの端

部を固定する 

ケーブル

トレイ

シリコン

貫通スリーブ

とケーブルト

レイの間，ケ

ーブルトレイ

内にシリコン

を充填する 

電線管 

電線管が接続

するプルボッ

クス内にシリ

コンを充填す

る 

a. 充てん構造（シリコン）

(a) 構造

充てん構造（シリコン）は貫通口と貫通物の間の隙間に，鋼板による補強

板を設けた上でシリコンを充てんすることにより止水する構造である。 

本構造の概要を第4.2-18図に示す。 

壁 モルタル

保温 

配管 

貫通スリーブ 

壁 

保温 

シリコン

貫通スリーブ 

配管 

ラバーブーツ

配管 

貫通スリーブ 

保温 

壁 

シリコン

電線管 

ダム材 

貫通スリーブ 

シリコン

ケーブルトレイ

壁 

壁 
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第4.2-218図 充てん構造（シリコン）の概要 

(b) 水密性

耐圧性は補強板及びシリコンが担い，シリコンにより水密性を確保するこ

とを基本としており，設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が

保持できることを，実機を摸擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-19図に示す。 

【試験体寸法】 

スリーブ径［A］50,150,250

施工幅[mm] 40,150 

【試験体数】 

各組合せ6体 

【試験方法】 

試験装置に注水後，水により加圧 

試験圧力（0.11MPa），保持時間15分 

第 4.2-19図 実機模擬試験例 
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(c) 耐震性

シリコンは伸縮性に優れたシール材であり，配管の貫通部に適用するシー

ル材の耐震性を満足させるために，貫通部近傍に支持構造物を設置すること

としており，配管等の変位追従性に優れた構造となっていることから，地震

によりシリコンの健全性が損なわれることはない。 

b. ブーツ構造（ラバーブーツ）

(a) 構造

ブーツ構造（ラバーブーツ）はブーツと締付バンドにて構成され，高温配

管等の熱膨張変位及び地震時の変位を吸収できるよう伸縮性ゴムを用い，壁

面に溶接した取付用座と配管に締付バンドにて締結する。 

本構造の概要を第4.2-20図に示す。 

第4.2-20図 ブーツ構造の概要 

(b) 水密性

伸縮性のあるシールカバーを貫通口と貫通物の隙間に設置することで，耐

圧性及び水密性を確保することを基本としており，設置箇所で想定される浸

水に対して，浸水防止機能が保持できることを，第4.2-21図に示す実機を模

擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-3表，第4.2-4表に示す。 
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【試験方法】 

ラバーブーツ内側・外側から水により加圧 

 

第4.2-21図 実機模擬試験例 

 

第4.2-3表 実機模擬試験（型式１） 

No. 
呼び寸法 水圧[MPa] 

配管径[A] スリーブ径[A] 内圧 外圧 

1 400 550 0.04 0.03 

2 80 250 0.03 0.02 

 

第4.2-4表 実機模擬試験（型式２） 

No. 
呼び寸法 水圧[MPa] 

配管径[A] スリーブ径[A] 内圧 外圧 

1 25 200 0.20 0.20 

2 350 650 0.20 0.20 

3 750 1000 0.20 - 

 

 

(c) 耐震性 

ラバーブーツについては，伸縮性ゴムを使用しており，配管等の変位追従

性に優れた構造となっていることから，地震によりラバーブーツの健全性が

損なわれることはない。 
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ｃ. 充てん構造（モルタル） 

(a) 構造

モルタルは，貫通口と貫通物の間の隙間にモルタルを充てんすることによ

り止水する構造とし，充てん硬化後は，貫通部内面，配管等の外面と一定の

付着力によって結合される。 

本構造の概要を第4.2-22図に示す。 

第4.2-22図 充てん構造（モルタル）の概要 

(b) 水密性

貫通部の止水処置として使用するモルタルについて，性能試験等により，

止水性能を確認した。 

貫通部の止水処置に用いるモルタルについては，以下のとおり静水圧に対

し十分な耐性を有していることを確認している。モルタルの評価概要を第

4.2-23図に示す。 

【検討条件】 

・スリーブ径：D［mm］

・モルタルの充填深さ：L［mm］

・配管径：d［mm］

・モルタル許容付着強度※：2.0［N/mm2］

・静水圧：0.2［N/mm2］（保守的に 20m相当の静水圧を想定）

※「鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説 2010」による。

貫通物 

5条-別添1-Ⅱ-4-38

88



第 4.2-23図 モルタル評価概要図 

○評価方法

① モルタル部分に作用する水圧荷重（P1）

静水圧がモルタル部分に作用したときに生じる荷重は以下のとお

り。 

P1［N］＝0.2［N/mm2］×（π×（D2-d2）／4）［mm2］ 

② モルタルの許容付着荷重（P2）

静水圧がモルタル部分に作用したときに，モルタルが耐える限界

の付着荷重は以下のとおり。 

P2［N］＝2.0［N/mm2］×（π×（D+d）×L）［mm2］ 

モルタルの付着強度は，付着面積及び充填深さに比例するため，ここ

では，保守的に貫通部に配管がない状態（d=0）を想定し評価を行った。 

静水圧に対して止水性能を確保するためには，P1≦P2であるため，以

下のように整理できる。 

0.03×D［mm］≦ L［mm］ 
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上式より，モルタル施工個所が止水性能を発揮するためには，貫通スリー

ブ径の3％以上の充填深さが必要である。 

例えば400mmの貫通スリーブに対して，約12mm以上の充填深さが必要であ

るが，実機における対象貫通部の最小厚さ200mmに対し，モルタルは壁厚さ

と同程度の厚さで充填されていることを踏まえると，止水性能は十分に確保

できる。 

 

(c) 耐震性 

貫通口内に貫通部が存在する構造では，基準地震動Ssによりモルタル充て

ん部に発生する配管反力がモルタルの許容圧縮強度及び許容付着強度以下で

あることを確認する。 
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添付資料 10 

内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について 

１．はじめに 

 「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」では，規制基準に

おける要求事項「津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定

すること」に関し，審査ガイドに従い，２号炉で考慮すべき具体的な溢水事象

として以下の６事象を挙げている。（図１） 

a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水

c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水

d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水

e. 屋外タンク等による屋外における溢水

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇

原子炉建物
タービン建物

屋外タンク

RSWP TSWP
CSWP

取水槽
循環水ポンプエリア海水ポンプエリア

地下水排水ピット

タービン建物（復水器を設置するエリア）
タービン建物（耐震Ｓクラスの
設備を設置するエリア）

a.タービン建物（復水器を設
置するエリア）における溢水

b.タービン建物（耐震Ｓクラスの設備
を設置するエリア）における溢水

c.取水槽循環水ポンプ
エリアにおける溢水

d.取水槽海水ポンプエ
リアにおける溢水

f.建物外周地下部

における地下水の

e.屋外タンク等による
屋外における溢水

RSW配管（放水
配管）

TSW配管TSW配管TSW配管

図１ 地震による溢水の概念図 

 これらの各事象による浸水範囲，浸水量については，「設置許可基準規則第９

条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性において説明されており，本書

ではその該当個所を抜粋する形で，その評価条件，評価結果等の具体的な内容

を示す。 
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２．タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水（事象 a. ） 
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３．タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水（事

象 b.） 
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４．取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水（事象 c. ） 
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５．取水槽海水ポンプエリアにおける溢水（事象 d.） 
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６．屋外タンク等による屋外における溢水（事象 e. ） 
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７．建物外周地下部における地下水位の上昇（事象 f. ） 
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添付資料 11 

浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実施範囲及び施工例 

１．はじめに 

浸水防護重点化範囲については，浸水を防止するため浸水防止設備を設置して

いる。 

浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリ

ア），取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリアに浸水対策として実施

している浸水防止設備については，内郭防護として整理する。 

２．浸水対策の位置 

（１）タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）

タービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエリア）に対する浸水対策に

ついては，タービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエリア）とタービン

建物（復水器を設置するエリア）との境界における浸水対策及びタービン建物

（復水器を設置するエリア）と海域との境界における対策があることから，以

下にそれぞれの内容について示す。 

a.タービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエリア）とタービン建物（復

水器を設置するエリア）との境界における浸水対策 

  浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエ

リア）への浸水対策として実施している浸水防止設備の設置位置，浸水防止設

備リストを示す（図１，表１）。 
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図１ タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）の浸水対策の概要

（タービン建物（復水器を設置するエリア）との境界）

表１ タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）の浸水対策設備リ

スト（タービン建物（復水器を設置するエリア）との境界）

番

号 

設置 

高さ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

① EL2.0m 
復水器エリア防水壁 

防水壁 

設計中 

② EL0.25m 防水壁 

③ EL2.0m 

復水器エリア水密扉 

水密扉 

④ EL2.0m 水密扉 

⑤ EL2.0m 水密扉 

⑥ EL2.0m 水密扉 

⑦ EL2.0m 水密扉 

⑧ EL2.0m 床ドレン逆止弁 逆止弁 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧は床面に設置
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b.タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）と海域との境界におけ

る浸水対策 

  浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震 S クラスの設備を設置するエ

リア）への浸水対策として実施している浸水防止設備の設置位置，浸水防止設

備リストを示す（図２，表２）。 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

図２ 浸水対策の概要 

表２ タービン建物（耐震 Sクラスの設備を設置するエリア）の浸水対策設備リ

スト（海域との境界）

番号 
設置 

高さ※ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

①－１
EL4.7m 

（屋外配管ダクト） 

タービン補機海水系配管

逆止弁 
逆止弁 φ750 

①－２
EL2.7m 

（屋外配管ダクト） 

液体廃棄物処理系配管 

逆止弁 
逆止弁 φ80 

①－３ － 原子炉補機海水系配管 配管 － 

①－４ － 
高圧炉心スプレイ補機 

海水系配管 
配管 － 

※ 設置高さが複数にまたがる場合等には「－」を記載する。

①－１ ①－２

①－３，①－４ 

②－２

②－１，②－３，③－４

②－４，②－５

③－３

③－１，③－２
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（２）取水槽海水ポンプエリア 

  浸水防護重点化範囲である取水槽海水ポンプエリアに浸水対策として実施し

ている浸水防止設備の設置位置，浸水防止設備リストを示す（図２，表３）。 

 

表３ 取水槽海水ポンプエリアの浸水対策設備リスト 

番号 
設置 

高さ※ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

②－１ EL1.1m タービン補機海水ポンプ ポンプ － 

②－２ EL4.1m 
タービン補機海水ポンプ 

出口弁 
電動弁 φ550 

②－３ － タービン補機海水系配管 配管 － 

②－４ EL4.0m 除じんポンプ ポンプ － 

②－５ － 除じん系配管 配管 － 

※ 設置高さが複数にまたがる場合等には「－」を記載する。 

 

（３）取水槽循環水ポンプエリア 

  浸水防護重点化範囲である取水槽循環水ポンプエリアに浸水対策として実施

している浸水防止設備の設置位置，浸水防止設備リストを示す（図２，表４）。 

 

表４ 取水槽海水ポンプエリアの浸水対策設備リスト 

番号 
設置 

高さ※ 
名称 種類 

寸法 

縦 横 

③－１ EL1.1m 循環水ポンプ ポンプ － 

③－２ － 循環水系配管 配管 － 

③－３ EL4.0m 
タービン補機海水系配管 

第二出口弁 
電動弁 φ750 

③－４ － タービン補機海水系配管 配管 － 

※ 設置高さが複数にまたがる場合等には「－」を記載する。 
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３．貫通部止水処置の施工例 

 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策として実施する貫通部止水処置の

施工例を以下に示す。 

施工例① 

シリコンシール

施

工

前 

施

工

後 

施工状況 

壁 シリコン

貫通スリーブ 

配管 
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施工例② 

シリコンシール

施

工

前 

施

工

後 

施工状況 

壁 

シリコン

電線管 

ダム材 
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施工例③ 

モルタル

施

工

前 

施

工

後 

施工状況 
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添付資料 27 

津波流入防止対策について 

１．概要 

 内郭防護においては，海域と接続する低耐震クラス（浸水防止機能を除く）

の機器及び配管が地震により損傷して保有水が溢水するとともに，損傷箇所

を介して津波が流入する事象を想定する。 

ここでは，地震による配管損傷後に津波が襲来した場合の浸水防護重点化

範囲への直接的な津波の流入に対する対策について説明する。 

２．海域と接続する配管 

  海域と接続する低耐震クラスの機器及び配管が設置される浸水防護重点

化範囲としてタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），取水

槽循環水ポンプエリア及び取水槽海水ポンプエリアがある。 

浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置する

エリア），取水槽循環水ポンプエリア及び取水槽海水ポンプエリアに設置さ

れる海域と接続する低耐震クラスの機器及び配管を表 1，図１に示す。なお，

海域と接続する機器及び配管については，外郭防護１の「取水路・放水路等

の経路からの津波の流入防止」において耐震Ｓクラスの機器・配管も含め特

定しており，それらの機器及び配管と同じである。 

これらの機器及び配管については，地震により損傷した場合には，その後

襲来する津波が，損傷箇所を介し浸水防護重点化範囲内に直接流入すること

から，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能を保持する等の

設計とする。 

5条-別添1-添付27-1

139



表１ 海域と接続する基準地震動Ｓｓによる地震力に対して 

バウンダリ機能を保持する等の設計とする機器及び配管 

海域と接続する低耐震クラス

の機器及び配管を設置する浸

水防護重点化範囲 

左記に設置する低耐震クラス

の機器及び配管 

耐震 

クラス※

タービン建物

（耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア） 

タービン補機海水系配管 Cクラス 

原子炉補機海水系配管 

（放水配管） 
Cクラス 

高圧炉心スプレイ補機海水系

配管（放水配管） 
Cクラス 

液体廃棄物処理系配管 Cクラス 

取水槽循環水 

ポンプエリア 

循環水ポンプ及び配管 Cクラス 

タービン補機海水系配管 Cクラス 

取水槽海水 

ポンプエリア 

タービン補機海水ポンプ及び

配管 
Cクラス 

除じんポンプ及び配管 Cクラス 

※ 浸水防止機能を除く
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３．津波流入防止対策循環水系は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバ

ウンダリ機能を保持する設計とし，津波の流入を防止する。

タービン補機海水系は，インターロックによりポンプ出口弁を閉止するとと

もに，出口側配管の逆止弁により津波の流入を防止する（図３参照）。海域活

断層に想定される地震による津波襲来に係る時系列を図４に，日本海東縁部に

想定される地震による津波襲来に係る時系列を図５に示す。 

また，インターロックによるポンプ出口弁の閉止については，津波襲来前に

確実に閉止するため，重要安全施設（ＭＳ－１）として設計する。 

液体廃棄物処理系については，出口側配管の逆止弁により津波の流入を防止

する。 

原子炉補機海水系配管（放水配管）及び高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放

水配管）については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能を

保持する設計とし，津波の流入を防止する。 

除じん系については，基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能

を保持する設計とし，津波の流入を防止する。 

この結果，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラス施設を設

置するエリア），取水槽循環水ポンプエリア，取水槽海水ポンプエリアにおい

て，循環水系，原子炉補機海水系，高圧炉心スプレイ補機海水系及び除じん系

の機器及び配管は地震により破損することなく，タービン補機海水系，液体廃

棄物処理系については，地震により配管が損傷した後に，津波が襲来した場合

でも，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），取水槽循環水

ポンプエリア及び取水槽海水ポンプエリアに流入しない。対策及び取・放水路

からの流入防止結果を表２に，対策概要図を図２に示す。 
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表２ 海域と接続する基準地震動Ｓｓによる地震力に対して 

バウンダリ機能を保持する等の設計とする配管に対する対策 

浸水防護重点化 

範囲 
機器・配管 対策 

流入防止結果 

取水路 放水路 

タービン建物 

（耐震Ｓクラス

の設備を設置す

るエリア） 

タービン補機海水

系配管 

・インターロックによる

電動弁閉止（ＭＳ－１） 

・逆止弁閉止 

○ 

（インターロックに

よる隔離） 

○ 

（逆止弁による 

隔離） 

液体廃棄物処理系

配管 
・逆止弁閉止 

－ 

（接続なし） 

○ 

（逆止弁による 

隔離） 

原子炉補機海水系

配管（放水配管） 

・基準地震動 Ssによる地

震力に対してバウンダリ

機能を保持 

○ 

（バウンダリ機能を

保持） 

○ 

（バウンダリ機能を

保持） 

高圧炉心スプレイ

補機海水系配管（放

水配管） 

・基準地震動 Ssによる地

震力に対してバウンダリ

機能を保持 

○ 

（バウンダリ機能保

持） 

○ 

（バウンダリ機能を

保持） 

取水槽循環水 

ポンプエリア 

循環水ポンプ及び

配管 

・基準地震動 Ssによる地

震力に対してバウンダリ

機能を保持 

○ 

（バウンダリ機能を

保持） 

○ 

（バウンダリ機能を

保持） 

タービン補機海水

系配管 

・インターロックによる

電動弁閉止（ＭＳ－１） 

・逆止弁閉止 

○ 

（インターロックに

よる隔離） 

○ 

（逆止弁による 

隔離） 

取水槽海水 

ポンプエリア 

タービン補機海水

ポンプ及び配管 

・基準地震動 Ssによる地

震力に対してバウンダリ

機能を保持 

・逆止弁閉止 

○ 

（バウンダリ機能を

保持） 

○ 

（逆止弁による 

隔離） 

除じんポンプ及び

配管 

・基準地震動 Ssによる地

震力に対してバウンダリ

機能を保持 

○ 

（バウンダリ機能を

保持） 

－ 

（接続なし） 
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図３ タービン補機海水系 インターロック概要図 

時系列 時系列 

タービン

補機海水系 

タービン

補機海水系 

 

タービン建物

放水槽 

TCW熱交 

EL8.8m 

循環水 

ﾎﾟﾝﾌﾟｴﾘｱ

取水槽 

EL8.8m 

：耐震Ｓクラス 

TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ 

自動閉止

TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ 

出口弁 

自動停止

漏えい検知器 

M

海水 

ﾎﾟﾝﾌﾟｴﾘｱ

▼地震(海域活断層)

▼溢水発生

約１分 約２分 

▼地震(敷地近傍)

▼溢水発生

約１分 １日 

▼地震後点検

津波流入 

なし 

インター

ロックに

よるポン

プ停止及

び弁閉止 

インター

ロックに

よるポン

プ停止及

び弁閉止 

津波流入 

なし 

▼海域活断層に
想定される地
震による津波
襲来

▼日本海東縁部
に想定される
地震による津
波襲来

図４ 海域活断層に想定さ

れる地震による津波襲来に

係る時系列 

図５ 日本海東縁部に想定

される地震による津波襲来

に係る時系列 
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添付資料 28 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポン

プエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備に対する浸水影響について 

1. 概要

耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画として，原子炉建物，タービン

建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），廃棄物処理建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配管ダクト（デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物～排気筒，タービン建物

～放水槽)並びに非常用ディーゼル燃料設備及び排気筒を敷設する区画があり，

これらの範囲を浸水防護重点化範囲と設定している。 

このうち，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），取水槽循

環水ポンプエリアについては，海域と接続する低耐震クラスの機器及び配管で

あるタービン補機海水系等を設置しており，地震時には配管等の破損による保

有水の溢水及び破損箇所を介した津波の流入を想定する範囲となる。 

そのため，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽

循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備について，地震・津波時の

浸水状況を考慮した浸水に対して，同区画に設置される津波防護対象設備の浸

水による機能喪失要因の網羅的な抽出を踏まえ，浸水による影響がないことを

確認する。タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽

循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備を表 1 に，その配置を図１

に示す。 

なお，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循

環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの配管に，電動弁等の浸水により機

能喪失する設備は設置していない。 
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表 1 タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環

水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備 

設置区画 設備 

タービン建物
（耐震Ｓクラ
スの設備を設
置するエリア） 

原子炉補機海水系 
配管・手動弁 

ケーブル

高圧炉心スプレイ補機海水系 
配管・手動弁 

ケーブル

非常用ディーゼル発電機系 配管・手動弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機系

配管・手動弁 

ケーブル

非常用ガス処理系 配管・手動弁 

取水槽循環水
ポンプエリア 

原子炉補機海水系 

配管・手動弁 
（ストレーナ含む）

ケーブル

高圧炉心スプレイ補機海水系 

配管・手動弁 
（ストレーナ含む）

ケーブル

廃棄物処理建物地下 2階 

U U 

U U 

U 

U 

U 

U U 

取水槽循環水ポンプエリア 

取水槽海水ポンプエリア 

U 
U 

U U U U 

U 

U 

タービン建物地下 1階

原子炉建物地下 2階 

U 

凡例 

 ：溢水範囲（最終滞留区画） 

：Ⅰ-原子炉補機海水系配管 

：Ⅱ-原子炉補機海水系配管 

：高圧炉心スプレイ補機海水系配管 

 ：非常用ディーゼル発電機系配管 

 ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系配管 

 ：非常用ガス処理系配管 

 ：Ⅰ-原子炉補機海水系電路 

 ：Ⅱ-原子炉補機海水系電路 

 ：高圧炉心スプレイ補機海水系電路 

 ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系電路 

 （点線部は埋設を示す） 

 Ｕ   ：上階へ 

図１ タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循

環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備の配置 
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2. 耐震Ｓクラスの設備に対する浸水による機能喪失要因

抽出された耐震Ｓクラスの設備の浸水による影響有無を評価するため，機能

喪失要因を抽出した。 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポ

ンプエリアにおける地震・津波時の浸水状況を踏まえた範囲に設置する耐震Ｓ

クラスの設備に対する浸水による機能喪失要因を表２に示す。津波流入により

生じる漂流物による配管等の損傷の可能性については，タービン建物（耐震Ｓ

クラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエリアに津波を流入

させない対策(添付資料 27参照)を実施することから，当該エリアに津波の流入

はなく，漂流物は生じない。 

表２ 耐震Ｓクラスの設備に対する浸水による機能喪失要因 

設備 設置区画 系統 

機能喪失要因 

水圧による 
損傷 

電気接続部の 
没水 

配管・手
動弁 
(ストレー
ナ含む）

タービン建物
（耐震Ｓクラ
スの設備を設
置するエリ
ア） 

原子炉補機海水系 

地震・津波時
の浸水によ
る水頭圧（外
圧）により，
配管の構造
的損傷の可
能性がある。 

－ 

高圧炉心スプレイ 
補機海水系 

非常用ガス処理系 

非常用ディーゼル
発電機系 

高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電機系 

取水槽 
循環水ポンプ
エリア

原子炉補機海水系 

高圧炉心スプレイ 
補機海水系 

ケーブル 

タービン建物
（耐震Ｓクラ
スの設備を設
置するエリ
ア） 

原子炉補機海水系 

地震・津波時
の浸水による
水頭圧（外圧）
により，ケー
ブルの構造的
損傷の可能性
がある。 

地震・津波時の
浸水が電気接続
部に接すること
で，機能喪失す
る可能性があ
る。 

高圧炉心スプレイ 
補機海水系 

高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電機 

取水槽 
循環水ポンプ
エリア

原子炉補機海水系 

高圧炉心スプレイ 
補機海水系 
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3. 機能喪失要因に対する評価 

 地震・津波時の浸水状況を踏まえ，抽出された機能喪失要因に対する評価を

実施した。 

 

(1) 水圧による損傷に対する評価及びケーブルの電気接続部の没水に対する

評価 

 タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に設置される耐震Ｓ

クラスの設備の水圧による損傷に対する評価及びケーブルの電気接続部に対

する評価については，「第９条 溢水による損傷の防止等 9.3 タービン建物

に設置されている防護対象設備について」において説明しており，地震・津波

時の浸水による水圧に対して機能喪失しないこと，また電気接続部がないこと

を確認している。同様に，取水槽循環水ポンプエリアに設置される耐震Ｓクラ

スの設備の水圧による損傷に対する評価については，「第９条 溢水による損

傷の防止等 添付資料１ 機能喪失判定の考え方と選定された溢水防護対象

設備について」において説明しており，地震・津波時の浸水による水圧に対し

て機能喪失しないことを確認している。具体的な内容を図２，図３に示す。 
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図２ タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に設置される耐

震Ｓクラスの設備の水圧による損傷に対する評価及びケーブルの電気接続部

に対する評価 

5条-別添1-添付28-5

150



図３ 取水槽循環水ポンプエリアに設置される耐震Ｓクラスの設備の水圧に

よる損傷に対する評価 

5条-別添1-添付28-6

151




